
 

 

2025年９月 17日 
一般社団法人日本養鶏協会 

令和７年９月 16日、農林水産省畜産局飼料課長より、当協会に対し、飼料用米、WCS 用
稲、飼料作物の生産・利用に係るアンケート調査への協力依頼がありました。 
会員様におかれましては、是非とも、令和７年 10月 31日（金）までに、アンケートへのご回答

のご協力をいただけると幸いです。 
 

【本アンケート調査への協力依頼の背景と内容】 
 
令和７年４月 11 日に閣議決定された食料・農業・農村基本計画において、水田政策を令和

９年度から根本的に見直し、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換する等の方向性が示され
たところです。 
そのうち、飼料用米、WCS 用稲（※）、牧草や青刈りとうもろこし等の飼料作物（以下「飼料

作物等」という）への支援の在り方の具体的な検討にあたって、①飼料作物等を利用する畜産農
家（乳用牛、肉用牛（繁殖、肥育）、豚、採卵鶏、肉用鶏等）、②水田活用の直接支払交付
金（以下「水活」という）を活用している飼料作物等の生産者、③水活の実施を通じて、地域の状
況を把握されている再生協議会、各段階の皆さまを対象に、飼料作物等の生産・利用の状況や今
後の意向等をお尋ねするアンケート調査を別紙のとおり行います。 
本調査について、各地方農政局等経由で都道府県や地域再生協議会等に対して各対象者へ

の回答の呼びかけへの協力をお願いしているところですが、貴会におかれましても会員各者への呼びか
けにご協力いただきたく、よろしくお願いいたします。 

 
注︓ WCS 用稲は、出穂後、実が完熟する前に地上部（子実及び茎葉）を収穫し、乳酸発

酵させたものを指します。利用者である畜産農家向けのアンケート画面では「稲 WCS」と、水
活を活用した生産者向けの調査では「WCS 用稲」と表記しています。 

 
【連絡先】 
農林水産省畜産局飼料課 
飼料増産振興班︓野中、中村、梶山、山野 
TEL︓０３－３５０２－５９９３ 

飼料用米、WCS用稲、飼料作物の生産・利用に係る 
アンケート調査について 

農林水産省畜産局資料課長からの協力依頼 
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（別紙） 
 

１ 調査の目的 
令和９年度以降の水田政策の見直しにあたって、飼料用米、WCS 用稲、飼料作物の生産・

利用の状況や今後の意向を把握し、令和９年度以降の政策の在り方の検討材料とする。 
 

２ 調査方法 
ウェブ上での回答 
 

３ 調査対象 
① 飼料用米、稲WCS、飼料作物を利用する畜産農家 
（全畜種︓乳用牛、肉用牛（繁殖・肥育）、豚、採卵鶏、肉用鶏等が対象） 
② 水田活用の直接支払交付金を活用している飼料用米、WCS 用稲、飼料作物の生産者 
③ 再生協議会 
 

４ 留意事項 
回答いただいた情報は、水田政策の見直しにあたって、飼料用米、WCS 用稲、飼料作物に対

する今後の支援の在り方を検討する目的にのみ使用。結果は、個人を特定できない形で取りまとめ、
上記目的の範囲で公表することを予定。 
なお、ウェブサイトは、畜産局飼料課の監督のもと、委託事業者である株式会社電通プロモーショ

ンプラスが運営。 
 

５ 回答期限 
令和７年 10 月 31 日（金） 

 
 

【参考】 回答 URL︓ 
① 飼料用米、稲WCS、飼料作物を利用する畜産農家 

https://www.net-research.jp/1287424/ 
② 水活を活用している飼料用米、WCS 用稲、飼料作物の生産者 

https://www.net-research.jp/1287939/ 
③ 再生協議会 

https://www.net-research.jp/1287940/ 

https://www.net-research.jp/1287424/
https://www.net-research.jp/1287939/
https://www.net-research.jp/1287940/
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